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nformation

　

お知らせ

お知らせ
お問い合わせは
こちらまで

●市役所（本庁)  56-0511

　総　務　課　　57-8500

　防災対策課　　57-8501

　財　政　課　　57-8502

　企　画　課　　57-8503

　税　務　課　　57-8504

　市　民　課　　57-8506

　人　権　課　　57-8507

　環境対策課　　57-8508

　保険医療課　　57-8510

　福祉事務所　　57-8509

　上下水道課　　57-8512

　出　納　室　　57-8515

●赤 岡 支所  　55-3111

　健康対策課　　57-7516

　

●香我美支所　　55-2111

　建　設　課　　57-7518

　農　林　課　　57-7517

●夜 須 支所　　55-3141

 [教育委員会]

　学校教育課　　57-7521

　こ ど も課　　57-7522

　生涯学習課　　57-7523

　給食センター　　57-7524

●吉 川 支所　  55-3121

　商工観光課　　57-7520

●香 南 消防　　55-4141

人口 /34,227 人　世帯 /13,512 戸

（男 /16,415 人　女 /17,812 人）

出生 /  25 人　死亡 /  24 人

転入 /  78 人　転出 / 46 人

対前月比 /33 人増 (18.6.30 現在 )

市のうごき

再
就
職
準
備
セ
ミ
ナ
ー

高
知
大
学
医
学
部
付
属

　
　
病
院
看
護
職
員
募
集

　　
再
就
職
へ
の
道
を
考
え
て
い

く
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し

ま
す
。
　

■
日
時
　
９
月
７
日(

木)

午
前

９
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

■
場
所
　
こ
う
ち
男
女
共
同
参

画
セ
ン
タ
ー
「
ソ
ー
レ
」
　

■
対
象
　
育
児
や
介
護
の
た
め

に
退
職
し
、
再
就
職
を
希
望
さ
れ

て
い
る
方

■
参
加
料
　
無
料(

調
理
実
習
の

み
材
料
費
と
し
て
六
百
円
程
度)

■
定
員
　
20
名

■
参
加
・
託
児
申
込
み
締
切
り
　

９
月
１
日(

金)

　
無
料
託
児
あ
り
ま
す
。（
事
前

申
込
み
が
必
要
）

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

高
知
市
堺
町
二
ノ
二
六
ノ
六
階

財
団
法
人
21
世
紀
職
業
財
団
高

知
事
務
所
　

　
０
８
８-

８
２
３-

２
６
６
７

■
日
時
　
８
月
26
日(

土)
※
荒
天
の
場
合
は
中
止

▼
一
回
目
…
受
付
午
前
10
時

▼
二
回
目
…
受
付
午
後
１
時

■
場
所
　
シ
ー
ス
ポ
艇
庫(

旧
手

結
海
水
浴
場
前)

■
対
象
　
香
南
市
の
小
学
４
年

生
か
ら
中
学
３
年
生
ま
で

■
費
用
　
無
料(

保
険
は
、
Ｙ
Ａ

Ｓ
Ｕ
海
の
駅
ク
ラ
ブ
に
て
負
担)

■
持
ち
物
　
ぬ
れ
て
も
よ
い
服
装
、

帽
子
、
ス
ポ
ー
ツ
サ
ン
ダ
ル
又
は

マ
リ
ン
シ
ュ
ー
ズ
、日
焼
け
止
め
、

着
替
え
、
水
筒
、
そ
の
他
必
要
と

思
わ
れ
る
も
の

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

Ｙ
Ａ
Ｓ
Ｕ
海
の
駅
ク
ラ
ブ

　
57-

１
８
５
５

 

■
職
種
　
助
産
師
・
看
護
師

■
資
格
　
免
許
所
有
者
又
は
取

得
見
込
み
者

■
応
募
方
法
　
履
歴
書(

写
真
貼

付)

等
を
郵
送
又
は
持
参

■
募
集
締
切
り
　
９
月
11
日(

月)

■
応
募
先
・
問
い
合
わ
せ
先

南
国
市
岡
豊
町
小
蓮

高
知
大
学
医
学
部
・
病
院
事
務
部

総
務
管
理
課
人
事
グ
ル
ー
プ

　
０
８
８-

８
８
０-

２
２
２
４

　　
平
成
18
年
度
就
学
義
務
猶
予

免
除
者
等
の
中
学
校
卒
業
程
度

認
定
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

■
試
験
科
目
　
国
語
、社
会
、数
学
、

理
科
、
外
国
語(

英
語)

■
試
験
期
日
　
11
月
６
日(

月)

■
試
験
場
　
高
知
県
教
育
セ
ン

タ
ー
分
館

■
願
書
受
付
期
間 

８
月
25
日（
金
）～
９
月
12
日（
火
）

■
問
い
合
わ
せ
先
　
高
知
県
教

育
委
員
会
事
務
局
小
中
学
校
課

　
０
８
８-

８
２
１-

４
６
３
８

　　
私
た
ち
は
、
結
成
七
年
目
の
野

市
吹
奏
楽
団
で
す
。
お
気
軽
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。
　
　
　

■
対
象
　
18
歳
以
上
の
方

■
活
動
日
時
　

毎
週
月
曜
日

午
後
７
時
30
分
～
９
時
30
分

■
場
所
　
の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
３
階
　
音
楽
練
習
室

■
団
費
　
月
額
…
五
百
円

■
問
い
合
わ
せ
先
　
杉
村(

団
長)

　
54-
２
８
３
４
　

　　　
家
族
そ
ろ
っ
て
あ
た
た
か
い

心
の
ふ
れ
あ
い
を
図
れ
る
よ
う

に
ポ
ス
タ
ー
・
標
語
を
募
集
し
ま

す
。

■
応
募
対
象
　

県
内
在
住
の
小
・
中
・
高
校
生

■
募
集
内
容

▼
ポ
ス
タ
ー

①
『
毎
月
第
３
日
曜
日
は
「
家
庭

の
日
」
』
の
文
字
を
入
れ
る
。

②
字
体
・
画
材
は
自
由

③
画
用
紙
は
四
つ
切
り
～
八
つ

切
り
の
も
の

▼
標
語
…
「
家
庭
の
日
」
を
中
心

に
明
る
い
家
庭
づ
く
り
、
青
少
年

活
動
を
啓
発
す
る
も
の

■
応
募
方
法
　
郵
送
又
は
持
参

■
募
集
締
切
り
　
９
月
22
日(

金)

■
応
募
先
・
問
い
合
わ
せ
先

高
知
市
小
津
町
六
ノ
四

青
少
年
育
成
高
知
県
民
会
議

　
０
８
８-

８
２
５-

０
８
８
４

　
香
南
市
で
は
、
地
域
の
活
性
化

を
目
的
と
し
た
活
動
に
、
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

①
地
域
づ
く
り
推
進
事
業

▼
対
象
団
体
　
お
お
む
ね
百
戸

以
上
で
構
成
す
る
自
治
会

▼
補
助
金
　

一
件
に
つ
き
五
十
万
円
を
限
度

②
市
民
主
役
の
ま
ち
づ
く
り
支

援
事
業

▼
対
象
団
体
　
香
南
市
に
在
住

し
て
い
る
三
名
以
上
の
活
動
者

を
含
む
各
種
団
体

▼
補
助
金
　
　
　
　
　
　
　
　

一
件
に
つ
き
二
十
万
円
を
限
度

■
申
込
み
締
切
り
　

８
月
31
日
（
以
後
随
時
）

■
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
企
画
課
地
域
振
興
係

　　

 

自
動
車
事
故
が
原
因
で
保
護
者

が
死
亡
し
た
り
、
重
度
の
後
遺
障

害
の
た
め
に
、
生
活
が
困
窮
し
て

い
る
家
庭
の
子
ど
も
（
義
務
教
育

終
了
ま
で
）
に
経
済
的
な
手
助
け

を
行
う
制
度
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先
　

独
立
行
政
法
人
　
自
動
車
事
故

対
策
機
構
高
知
支
所

　
０
８
８-

８
３
１-

１
８
１
７

　　
合
併
以
前
に
、
税
務
課
で
取

り
扱
っ
て
い
る
４
税
（
市
民
税
・

固
定
資
産
税
・
軽
自
動
車
税
・

国
民
健
康
保
険
税
）
の
納
付
済
み

通
知
書
や
口
座
振
替
領
収
書
を

送
付
し
て
い
た
町
村
が
あ
り
ま

し
た
が
、
合
併
協
議
会
に
お
い

て
協
議
し
た
結
果
、
通
知
書
や

領
収
書
は
送
付
し
な
い
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
車
検

の
あ
る
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て

は
通
知
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ま
の
ご
理
解
を
お
願
い

し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
税
務
課
　

　
市
税
の
納
期
限
内
納
付
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
納
期
限
内
に
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
や
、
そ
の
他
の
事

情
で
お
悩
み
が
あ
る
方
は
、
納

付
方
法
な
ど
、
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

市
役
所
税
務
課
収
納
係

　
57-

８
５
０
５

　
香
南
市
の
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策

の
相
談
窓
口
を
次
の
と
お
り
定

め
ま
し
た
。

■
健
康
相
談
…
健
康
対
策
課

　
　
　
　
　
　
　
57-

７
５
１
６

■
医
療
相
談
…
保
険
医
療
課

　
　
　
　
　
　
　
57-

８
５
１
０

■
建
築
物
の
解
体
作
業
等
に
関

す
る
相
談
…
建
設
課

　
　
　
　
　
　
　
57-

７
５
１
８

■
ア
ス
ベ
ス
ト
を
含
む
廃
棄
物

の
処
理
・
そ
の
他
ア
ス
ベ
ス
ト

に
関
す
る
相
談
…
環
境
対
策
課

　
　
　
　
　
　
　
57-

８
５
０
８

　■
付
加
年
金
　

　
付
加
年
金
は
定
額
保
険
料
（
一

万
三
千
八
百
六
十
円
）
に
加
え
、

付
加
保
険
料
（
四
百
円
）
を
納
め

る
こ
と
に
よ
り
、
将
来
の
年
金
額

に
付
加
年
金
が
加
算
さ
れ
る
制

度
で
す
。

　
受
給
額
は
二
百
円
×
付
加
保

険
料
納
付
月
数
で
計
算
し
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
40
年
間
（
四
百
八

十
月
）
付
加
保
険
料
十
九
万
二
千

円
を
納
め
る
と
、
満
額
の
基
礎
年

金
額
七
十
九
万
二
千
百
円
に
、
付

加
年
金
額
九
万
六
千
円
が
加
算

さ
れ
八
十
八
万
八
千
百
円
の
年

金
が
受
け
取
れ
大
変
お
得
に
な

っ
て
い
ま
す
し
、
納
め
た
保
険
料

は
２
年
で
元
が
取
れ
ま
す
。

　
加
入
で
き
る
の
は
、
一
号
被
保

険
者
の
み
で
、
三
号
被
保
険
者
は

加
入
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
一
号

被
保
険
者
で
も
国
民
年
金
基
金

加
入
者
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。
加

入
と
辞
退
は
申
し
出
に
よ
り
ま
す
。

定
額
保
険
料
と
合
わ
せ
て
納
め

る
こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
任
意
加
入
制
度

　
国
民
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳

ま
で
の
40
年
間
（
四
百
八
十
月
）

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り（
三

号
被
保
険
者
期
間
を
含
む
）
、
満

額
の
老
齢
基
礎
年
金
（
七
十
九
万

二
千
百
円
）
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
未
納
期
間
が
あ
る
と

年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
し
、

保
険
料
を
納
め
た
期
間
等
（
保
険

料
免
除
・
猶
予
・
学
生
納
付
特
例

の
期
間
を
含
む
）
が
25
年
以
上
な

い
と
、
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
任
意
加
入
は
、
60
歳
ま
で
に
25

年
の
受
給
資
格
期
間
を
満
た
せ

な
い
方
や
、
受
給
資
格
期
間
は
満

た
し
て
い
る
が
、
未
納
期
間
が
あ

る
た
め
満
額
に
な
ら
な
い
方
が
、

申
し
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
年
金

額
を
増
や
す
た
め
60
歳
以
降
も

引
き
続
き
、
最
高
65
歳
ま
で
国
民

年
金
に
任
意
に
加
入
で
き
る
制

度
で
す
。

　
た
だ
し
、
四
百
八
十
月
以
上
は

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
昭
和
40
年
４
月
１
日
以

前
生
ま
れ
の
方
は
65
歳
ま
で
に

受
給
資
格
期
間
を
満
た
せ
な
か

っ
た
場
合
、
70
歳
ま
で
任
意
加
入

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
年
金
額
を
増
や
し
た
い
方
、
期

間
が
足
り
な
い
と
年
金
を
諦
め

か
け
て
い
る
方
は
市
町
村
役
場
、

社
会
保
険
事
務
所
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

■
受
付
時
間
の
延
長

▼
第
２
月
曜
日 

▽
午
後
７
時
ま
で

（
県
下
４
つ
の
社
会
保
険
事
務
所
）

■
第
２
土
曜
日
は
年
金
相
談
日

▼
８
月
12
日
（
土
）

▽
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

（
県
下
４
つ
の
社
会
保
険
事
務
所
）

　
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先
　

南
国
社
会
保
険
事
務
所
　

　
０
８
８-

８
６
４-

１
１
１
１

シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク

　
　
　
無
料
体
験
教
室

　　

「
家
庭
の
日
」

　
　
　
ポ
ス
タ
ー
・
標
語

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

地
域
づ
く
り
活
動
を

　
　
　
応
援
し
ま
す
！

口
座
振
替
を

   

ご
利
用
の
み
な
さ
ま
へ

　

募

集

　

　

税

金

　

　

年

金

　

　

相

談

　

ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
に
つ
い
て

あ
な
た
も
国
民
年
金
の
額
を

　
　
　
増
や
し
ま
せ
ん
か
？

社
会
保
険
事
務
所
の

休
日
・
時
間
外
年
金
相
談

音
楽
を
一
緒
に

　
楽
し
み
ま
せ
ん
か
♪

交
通
遺
児
等
育
成
資
金
貸

付
制
度
・
重
度
後
遺
障
害
者

介
護
料
支
給
制
度

８
月
は
、市
県
民
税
第
２
期
・

国
民
健
康
保
険
税
第
２
期

の
納
期
で
す
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